
カンボジア国道 1 号線改修事業 
案件名／国名 国道 1 号線改修事業／カンボジア 
融資・協力機関 国際協力機構（開発調査・無償資金協力の事前の調査）・外務省（無償） 
融資承諾時期／ 
協力時期 

開発調査 2002 年 4 月～2003 年 2 月、無償資金協力の事前の調査として予備
調査（環境社会配慮支援）2003 年 6 月～12 月、基本設計調査 2004 年 3 月～

2005 年 3 月、予備調査 II（第 2 次環境社会配慮支援調査）2005 年 1 月～6 月

ガイドライン 開発調査は適用外。無償資金協力の事前の調査については施行前案件である

が、ガイドラインの趣旨を尊重するとされている。 
案件概要 カンボジアの首都プノンペンからベトナムのホーチミン市を結ぶ国道 1 号線

のうち、カンボジア国内のプノンペンからネアックルン（メコン河渡河地点）
まで 56km の改修事業。事業費約 82 億円、うち 76 億円を無償資金協力によ
り支援予定。実施機関は公共事業運輸省。住民移転は省庁間住民移転委員会

が担当。 
経緯 国際協力機構（JICA）が 2003 年 3 月にまとめた開発調査で実施可能とされた

が、大規模な住民移転等を伴うため、無償資金協力の事前の調査として環境
社会配慮支援調査が行われた。無償資金協力は 3 期に分けられており、2005
年 6 月に第 1 期分（橋の架け替え）、2006 年 6 月に第 2 期分（ネアックルン

～13km 地点区間）の無償資金協力供与決定。2008 年度に第 3 期交換公文締
結予定。第 1 期の工事はすでに完了。第 2 期区間の住民移転も終了し、拡幅
工事中。第 3 期区間についても住民との合意取得が進められており、2008 年

度中に交換公文締結予定。 
指摘された環境・社

会影響 
住民移転計画の情報公開・住民参加：JICAが第 2 次環境社会配慮支援調査に

おいて住民移転計画案策定を支援したが、住民移転計画の最終版は公開され
ておらず、現在被影響住民は移転計画の内容を知ることができない状況。 
補償単価：当初カンボジア政府が予定していた補償単価は問題が指摘され、

現在は再取得価格に基づく再補償を行う方針。しかし単価決定の基礎となる
市場価格調査は公開されておらず、補償単価・再補償スケジュールは不透明。

移転地：移転地住民は、井戸の水質、トイレ、電気、廃棄物処理など多くの

インフラについて苦情。また国道 1 号線から離れた場所にも移転地が設けら
れ、生計手段の喪失が深刻な問題となっている。土地所有権証書を受理した
世帯は確認されていない。 
苦情処理： IRC以外の関係者からなる苦情処理委員会が設置されているが、
制度が窓口となる地方自治体に十分に知らされておらず、受け取りが拒否さ
れているほか、受け取った場合でも回答がないケースがほとんど。 

ガイドラインの適用
状況 

補償基準：GLは被影響住民に対する「十分な」「適切な時期」における補償
を定めているが、実際には補償単価は移転費用すらまかなうことができず、

また再補償の時期が明らかにならないまま移転作業が進められ、拡幅工事が
始まろうとしている。 
生計回復：GLは収入機会、生産水準の改善又は回復を定めているが、生計手

段の喪失に対する支援は何らなされていない。 
移転住民の参加：GLは補償等の対策の立案における被影響住民などの適切な
参加の促進を定めているが、実際には住民移転計画すら公開されず、住民は

補償等の対策立案や実施に参加できない。また苦情申立て手続も機能せず。

課題及び教訓 無償資金協力における審査とモニタリング・異議申立て：現行GLには無償資

金協力における審査やモニタリングの規定がない。無償資金協力においても、
審査やモニタリングのあり方を定め、影響住民からの異議申立てを受け付け
るべきである。 
補償基準・時期：本事業では補償を移築価格で行うか再取得価格で行うかを
巡って争いがあった。生計回復を確保するため、再取得価格による補償を義
務付けるべきである。また、補償時期の遅れは貧困化につながるため、補償

は移転前に提供されるべきである。 
移転計画：移転計画が非公開のため、住民がその策定・モニタリングに参加
することができない。GLにおいて策定されるべき移転計画の内容と、その策

定過程への参加を確保するための方法を規定すべきである。 
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添付資料 
・ メコン・ウォッチ「ファクトシート 国道 1 号線改修事業」 
・ カンボジア NGO フォーラム、メコン・ウォッチ訳「カンボジア国道 1 号線改修事業による住民移転

への影響に関する現地調査報告書（要約）」 
・ カンボジア NGO フォーラムから外務大臣に対する 2008 年 3 月 5 日付書簡 
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 特定非営利活動法人 

メコン・ウォッチ 
〒110-0015 東京都台東区東上野 1-20-6 丸幸ビル 2F

Tel: 03-3832-5034, Fax: 03-3832-5039
E-mail: info@mekongwatch.org

Website: http://www.mekongwatch.org

2008 年 2 月 16 日 
 

カンボジア国道 1号線改修事業ファクトシート 

 
1. 国道 1 号線（プノンペン～ネアックルン区間）改修事業について 

計画の概要：カンボジアの首都プノンペンからベトナムの商業都市ホーチミン市を結ぶ国道 1 号線の

うち、カンボジア国内のプノンペンからネアックルン（メコン河渡河地点）まで 56km の改修事業。

なお、ネアックルン・ベトナム国境間は、既にアジア開発銀行（ADB）による融資で改修事業済み。 
事業実施主体：カンボジア国公共事業運輸省（MPWT）。住民移転は省庁間移転委員会（IRC）が担当。 
 
2 .これまでの経緯 

調査：国際協力機構（JICA）が 2003 年 3 月にまとめた開発調査で実施可能とされたが、大規模な住

民移転等の問題を軽視していると JICA・外務省内部で批判が出た。このため異例の調査のやり直し（環

境社会配慮支援調査および移転予定住民を対象とした基本合意意向調査）が行われた。 
無償資金協力：事業は 3 期に分けられており、2005 年 6 月に第 1 期分 7 億 8600 万円（橋の架け替え）、

2006 年 6 月に第 2 期分 47 億 4600 万円（ネアックルン～13km 地点区間）の無償資金協力供与決定。

2008 年度に第 3 期（13km 地点～プノンペン区間）交換公文締結予定。 
現状：第 1 期の工事は完了。第 2 期区間の住民移転も終了し、拡幅工事中。第 3 期区間についても住

民との合意取得が進められている。 
 
3. 指摘されている問題点と現状 

○住民移転計画の情報公開・住民参加 
経緯：2005 年 3 月、JICA が第二次環境社会配慮支援調査において住民移転計画案を策定。 
現状：最終的に決定・実施されている住民移転計画の公開を NGO が求めたが、IRC・JICA 共に公開

せず、日本政府は存否も回答拒否。現在被影響住民は移転計画の内容を知ることができない状況。 
○補償単価 
経緯：2005 年の段階では、カンボジア政府が 2000 年に定めた補償単価に 12%を増した額での補償を

予定。この単価の問題点が国道一号線改修事業 ADB 融資部分の監査で指摘され、カンボジア政府は再

取得価格に基づく再補償を行う方針。 
現状：2006 年後半に IRC が単価決定の基礎となる市場価格調査を実施したが、結果は IRC・JICA 共

に公開せず。再補償の単価は密室で決定されようとしており、再補償方針はカンボジア国内では被影

響住民に伝えられていない。このまま建設が始まれば、問題解決が長引く危険性。 
○移転地 
経緯：現在地から後方に移転できない世帯について移転地を用意、土地権を無償付与。基本設計調査

報告書は移転地の選定の考慮要素として、①現住所から近い、②国道 1 号線に近い、③勤務地に近い、

④同等の社会・経済サービス施設を挙げている。 
現状：移転地住民は、井戸の水質、トイレ、電気、廃棄物処理など多くのインフラについて苦情。ま

た国道 1 号線から離れた場所にも移転地が設けられ、生計手段の喪失が深刻な問題となっている。土

地の所有権証書を受理した世帯はない。 
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○苦情処理 
経緯：2005 年住民移転計画案は、IRC 以外の関係者からなる苦情処理委員会の設置を規定。資産調査

（DMS）及び補償支払いに不満を持つ影響住民は、地方自治体（コミューン）を通じて苦情を申し立

てることができ、委員会は 30 日以内に書面で回答するとされ、申立ては JICA に転送されることにな

っている。 
現状：制度が十分コミューンに知らされておらず、受け取りが拒否されているほか、受け取った場合

でも回答がないケースがほとんど。カンボジアの NGO が日本大使館に対応を求めている。 
 
4. 移転住民に対する影響調査の結果から 

調査概要：カンボジア NGO フォーラムの移転行動ネットワークが 2007 年 8 月、7 コミューン 269 世

帯の沿道住民を対象に住民移転の影響について面接調査。 
資産調査：3 世帯が資産の一部について補償対象外となったと主張。 
補償額：補償を受け取った世帯の 59%が補償額は不公正、同じく 64％が補償額では移築費用に満たな

いと回答。不足額の平均は 1,470 ドル。 
生計の変化：影響世帯の 48%が移転後生計悪化、69%が収入減少と回答。沿道で小売業を営む多くの

世帯で顧客減。36%の世帯が移転のため平均 1,264 ドルを借り入れ。 
情報付与：57%の影響世帯が全世帯配布予定の移転冊子を受け取らず、85%が移転単価を知らず。 
苦情処理：85%の影響世帯は苦情申立て先を知らず、最多の苦情申立て先はNGO。苦情がコミューン

に受理されたのは 3 世帯のみ、いずれも書面での回答は受けていない。多くの住民が「補償額は政府

が決めたため苦情を言うべきでない」「苦情を申し立てても意味がない」「報復が恐ろしい」として苦

情を申し立てず。 
 
5. JICA新環境ガイドラインとの関係 

経緯：2004 年 4 月に施行された JICA 新環境社会配慮ガイドライン（GL）では、無償資金協力案件

の事前の調査段階における環境社会配慮で求められる要件を明記している。国道一号線改修計画は、

新ガイドライン施行以前の要請案件だが、JICA は新ガイドラインの理念を先行して適用する初めての

案件だと明言している。 
補償基準：GLは被影響住民に対する「十分な」「適切な時期」における補償を定めているが、実際に

は補償単価は移転費用すらまかなうことができず、また再補償の時期が明らかにならないまま移転作

業が進められ、拡幅工事が始まろうとしている。 
生計回復：GLは収入機会、生産水準の改善又は回復を定めているが、生計手段の喪失に対する支援は

何らなされていない。 
移転住民の参加：GLは補償等の対策の立案における被影響住民などの適切な参加の促進を定めている

が、実際には住民移転計画すら公開されず、住民は補償等の対策立案や実施に参加できない。また苦

情申立て手続も機能せず。 
 
本件に関する問い合わせ先： 
特定非営利活動法人メコン・ウォッチ 
〒110-0015 東京都台東区東上野 1-20-6 丸幸ビル 2 階 
Tel: 03-3832-5034, Fax: 03-3832-5039 
Email: info@mekongwatch.org 
Website: www.mekongwatch.org 
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カンボジア国道 1 号線改修事業による住民移転への影響に関する 

現地調査報告書（要約） 

 
2008 年 2 月 

カンボジア NGO フォーラム 移転行動ネットワーク（RAN） 

 
この文書は、カンボジア NGO フォーラム・移転行動ネットワークが 2008 年 2 月に発表した報告書

Report on the Field Survey on the Resettlement Impacts caused by National Road No.1 
Improvement Project の要約を、メコン・ウォッチが和訳したものです。 

 
調査概要 
カンボジアの国道 1 号線改修事業によって周辺住民が受ける影響について、「カンボジア NGO フォ

ーラム」のネットワーク団体「移転行動ネットワーク（RAN）」が調査を行った。この事業は、日本政

府の無償資金協力による支援を受けて、カンボジア政府が国道 1 号線のプノンペン市からメコン河西

岸までの 56ｋｍを改修・拡張するもの。1800 世帯以上の住民が移転を余儀なくされ、RAN はその影

響について深刻な懸念を表明してきた。 
本調査では、国道一号線沿いの 7 つの集合村の 269 名に聞き取りを行った。その結果、国道 1 号線

の周辺住民は事業による深刻な悪影響を受けていることが明らかになった。多くの人々が、受け取っ

た補償では実際の移転にかかった費用を賄えなかったと訴えている。移転によって生計手段を失い、

生活の再建のために借金せざるをえなかったという声も聞かれた。 
 
調査結果 
主な調査結果は以下の通りである。 

・ 補償を受けた人々の 59%は、補償額は公平ではなかったと感じている。 
・ 補償を受けた人々の 64%は、補償額では実際の移転にかかった費用を賄えなかった（実際の移転

費用と補償額の差は平均で 1471 米ドル）。 
・ 事業によって資産を失った人々の 36%は、移転費用を捻出するため借金をした（借入額は平均で

1264 米ドル）。 
・ 事業によって資産を失った人々の 70%は、移転後に収入が減少した（移転前と比べ、平均で 41%

減少）。 
・ 事業によって資産を失った人々の 48%は、移転後に生活水準が低下した。  
・ カンボジア政府提供の移転地に移った人々のほとんどは、水道や電気などの移転地のインフラが不

十分であると感じている。 
・ 全影響住民の 57%は、カンボジア政府が作成した「移転パンフレット」を受け取っておらず、81%

は失った資産の補償単価を知らなかった。 
・ 全影響住民の 85%は、苦情の申し立て方法を知らなかった。実際にカンボジア政府の苦情処理委

員会に苦情を申し立てた住民は数名いるが、委員会から書面による返答は受け取っていない。 
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JICAのガイドライン違反 

本事業では、国際協力機構（JICA）が無償資金協力の事前の調査・実施促進を行っている。JICA
の環境社会配慮ガイドラインは、事業による影響住民が適切な時期に十分な補償・支援を与えられ、

最低でも事業前の生活水準が回復されるよう求めている。また同ガイドラインによれば、住民移転に

関する対策の立案・実施において、影響住民の参加が促進されなければならない。しかし調査の結果、

本事業は明らかに JICA ガイドラインに違反していることが判明した。 
 
提言 
本事業において JICA ガイドラインが遵守され、影響住民が公正な補償を受けられるように、調査

の結果判明した問題に関して以下を含む迅速な対応を日本政府およびカンボジア政府に要請する。 
・ 全ての影響住民が公正な補償を受け取るまで、いかなる工事も停止すること。 
・ 関連情報を開示すること。 
・ 再取得価格による再補償をできるだけ早く行うこと。 
・ 本事業の住民の生計に対する影響を調査し、包括的な生計回復支援プログラムを作成すること。 
・ 現在の移転問題がすべて解決するまで、本事業の現時点以降のフェーズに関する交換公文へ署名を

行わないこと。 
 
 
報告書に関する問い合わせ先： 
NGO Forum on Cambodia（担当：Pen Raingsey） 

Tel: +855-23-214-429, Fax: +855-23-994-063 
E-mail: raingsey@ngoforum.org.kh 

特定非営利活動法人メコン・ウォッチ （担当：福田） 
Tel: 03-3832-5034, Fax: 03-3832-5039 
E-mail: info@mekongwatch.org 

 

第4回新JICAガイドライン有識者委員会資料　事例研究：カンボジア国道1号線改修事業 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メコン・ウォッチ　福田健治

- 6 -

(4-1-2)



第4回新JICAガイドライン有識者委員会資料　事例研究：カンボジア国道1号線改修事業 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メコン・ウォッチ　福田健治

- 7 -

(4-1-2)



第4回新JICAガイドライン有識者委員会資料　事例研究：カンボジア国道1号線改修事業 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メコン・ウォッチ　福田健治

- 8 -

(4-1-2)



カンボジア第 2 メコン架橋建設事業 
案件名／国名 第 2 メコン架橋建設事業／カンボジア 
融資・協力機関 JICA（開発調査・無償資金協力の事前の調査）・外務省（無償資金協力） 
協力時期 JICA：開発調査 2004 年 4 月～2006 月 3 月、フォローアップ調査 2006 年 11

月～2007 年 11 月 
ガイドライン 開発調査は施行前の要請案件だが、可能な限り適用。無償資金協力の事前の

調査は完全適用。 
案件概要 プノンペンからベトナム・ホーチミン市に向かうカンボジア国道 1 号線のメ

コン河渡河地点であるネアックルンにおける橋梁建設事業。全長 5km（アプ

ローチ道路を含む）。事業費約 7400 万ドル（開発調査による）。実施機関は公

共事業交通省。 
経緯 2004 年から行われた開発調査では、まず渡河地点の選定を実施し、その後ゼ

ロオプションやフェリーサービス改善を含む 4 つの代替案について検討し、

交通需要にあわせてフェリー改善と橋梁建設を組み合わせる案が採用され

た。また橋梁建設の前提として①今後数年間にわたって交通需要をモニター

すること、②既存のフェリーの維持管理・改善を行うこと等をカンボジア政

府に提言した。その後 2007 年にフォローアップ調査の一環として交通需要調

査が実施され、予想を上回る交通需要の伸びが記録された。 
JICA は 2007 年 10 月に無償資金協力の事前の調査として基本設計調査（B/D）

の実施を環境社会配慮審査会に諮問したが、委員からは更なる環境社会配慮

調査を行う必要があるとして予備調査を行うべきとの指摘がなされている。

指摘された環境・社

会影響 
住民移転：開発調査によれば、本事業により 260 世帯が土地又は建物の収用

を受ける。カンボジアにおける住民移転に関する法的枠組みは未整備であり、

隣接する国道 1 号線事業の経験に照らせば、住民移転計画の策定・実施にお

いては慎重な配慮と十分な住民参加の確保が求められる。 
フェリー乗り場周辺住民への社会影響：両岸のフェリー乗り場周辺には市場

が存在し周辺住民に雇用を提供しているほか、フェリー乗客を顧客とする多

数の小規模商人がフェリー運航に生計を依存している。橋梁の完成に伴い車

輌が停止せずネアックルンを通過するようになり、地域経済とこれに依存す

る周辺住民への社会影響が予想される。 
建設に伴う川や湿地帯の生態系への影響：メコン河東岸にはIUCNレッドリス

トに掲載されている爬虫類数種が確認されているほか、建設中に川や両岸の

湿地帯に対する環境影響が予測されている。 
ガイドラインの適用

状況 
開発調査提言とフォローアップ調査の内容：本案件では開発調査において既

存フェリーシステムの改善を含む提言がなされたが、フォローアップ調査で

はこれら提言のうち一部についてのみフォローアップが行われ、フェリーサ

ービスの改善に関する提言の実施状況は確認されなかった。 
開発調査提言と無償資金協力の事前の調査の関係：フォローアップ調査が不

十分だった結果、開発調査の提言が実行に移されたかどうか不明なまま無償

資金協力の要請がなされ、JICAは基本設計調査実施を審査会に諮った。 
要請段階情報公開への対応：無償資金協力の要請段階情報公開に対して、NGO
から 2 件のコメントを提出したが、何ら応答がなされず、また外務省への提

言にコメントが反映された形跡もない。 
B/D前の確認内容： B/D前に環境社会配慮上確認されるべき内容がGL上明確

にされておらず、JICAの解釈と審査会の解釈が分かれた。 
課題及び教訓 
 

開発調査における住民移転計画の内容：F/S段階では事業化が不明なため、住

民移転フレームワークの作成に留まっているが、協力準備調査は事業化を前

提として実施されるため、住民移転計画案の策定を支援するべきではないか。

協力準備調査における提言の本体事業審査における取扱い：協力準備調査に

おいて実施機関に対して提言した環境社会配慮上の留意事項について、本体

事業支援の審査時にその実施状況を確認するべきではないか。 
B/Dの位置づけの明確化：現行GLでは、無償における環境社会配慮確認の主

体とタイミングが明確でない。無償の新たな業務フローに合わせ、無償にお

ける環境社会配慮審査の内容とタイミングを明確にするべきである。 
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インド国幹線貨物鉄道輸送力強化計画調査（開発調査） 
案件名／国名 インド国幹線貨物鉄道輸送力強化計画調査／インド 
協力機関 JICA 
協力時期 JICA：開発調査 2006 年 2 月～2007 年 10 月 
ガイドライン JICA ガイドライン（適用案件） 
案件概要 インドの西部回廊（デリー～ムンバイ間）及び東部回廊（デリー～ハウラ間）

の鉄道輸送力を強化し、物流効率化を図るために、JICA は開発調査を通じて、

西部回廊及び東部回廊の貨物専用新線（総延長 2800km）の妥当性・実現可能

性を技術面・経済面・環境面・資金面から検証。本邦技術活用条件（STEP）
の適用可能性を検討し、円借款を含めた国際援助機関の案件審査に適合する

ことを目指し F/S を作成。 
経緯 2005 年 7 月：インド政府より日本政府へ要請 

2005 年 11 月：日本政府が実施を決定 
2006 年 2 月：JICA は調査実施に係る S/W と M/M を締結 
2006 年 12 月：環境社会配慮審査会がスコーピング案へ答申 
2007 年 10 月：ファイナルレポートの提出 
2008 年 3 月：環境社会配慮審査会がドラフトファイナルレポート（DFR）へ

答申 
指摘された環境・社

会影響 
EIAレベルの調査期間の不足：現況把握調査で十分なデータを得るためには、

季節的な変動に鑑み、少なくとも 1 年程度の調査期間が必要とされているが、

本事業で「EIAレベル」として調査が行われたのは 2007 年 5 月～9 月半ばま

でと、わずか 4 ヶ月半だった。このため、乾季の現況把握調査は行われてい

ない。 
実測調査の不足：複数の長大橋梁の建設に伴う水質・土壌への影響について

は、実測調査が行われておらず、今後、環境モニタリングの一環で実施する

こととしている。 
不十分な回避・緩和策：新線操業による騒音・振動がほとんどの地域で環境

基準知を超えると予測されているにも関らず、具体的な方策は今後の課題と

なっている。 
大規模な住民移転：JICA調査報告書によれば「3650 件の規模の住民移転」、

及び 700 名を超える「スクウォッターの移転」が見込まれている。 
被影響住民の反対：ステークホルダー協議の中では、参加者の 9 割が反対し

ている地域が存在することや、農地を失う住民から命を賭してでも反対する

という姿勢が表明されており、十分な合意は図れていない。 
ガイドラインの適用

状況 
適切な調査期間の確保：S/W締結前に、現況把握のための十分な調査期間が

確保できないことが明らかであったにも関らず、JICAは適切な調査期間を確

保していない。 
「EIAレベル」の定義：ガイドライン 1.3.18 では、「EIAレベル」の調査を「詳

細な現地調査に基づき、代替案、環境影響の詳細な予測・評価、緩和策、モ

ニタリング計画の検討等を実施するレベル」と定義しているが、本事業の「EIA
レベル」の調査は、この規定を満たしていない。審査会の答申では、本来マ

スタープランとしてSEAの概念を導入するべきであったと指摘されている

（添付 3 参照）。 
環境社会配慮審査会プロセス：37 のDistrictごとに作成されたEIA報告書の作

成が遅れ、結果的に審査会の検討のために提出されたのは 2 つのDistrictの報

告書のみだった。また、審査会によるDFRへの答申が出される前に、すでに

ファイナルレポートが提出されている。 
課題及び教訓 TOR案の公開時期：環境社会配慮調査のTOR案は、S/W締結後に公開される

ことになっているが、S/W締結前に公開し、第三者からの意見を求めるべき

である。 
季節的な変動の考慮：「EIAレベル」の調査における自然環境の現況把握調査

に際して、季節的な変動を調査できる十分な期間を確保するべきである。 
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環境社会配慮審査会の検討期間：審査会において、EIA報告書等の適切な資料

に基づいた十分な検討を可能とする期間を確保するべきである。 
 
添付資料 
1. 「インド国幹線貨物鉄道輸送力強化計画調査」（開発調査）に関する意見及び要請 
2. 諮問第 4 号に対する答申について（「インド国幹線貨物鉄道輸送力強化計画調査」（開発調査）の環

境社会配慮調査のスコーピング案への環境社会配慮審査会答申） 
3. 諮問第 5 号に対する答申について（「インド国幹線貨物鉄道輸送力強化計画調査」（開発調査）の

DFR 案への環境社会配慮審査会答申） 
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2007 年 9 月 27 日 
 
独立行政法人 国際協力機構（JICA） 
理事 黒木雅文 様 
 
cc： 国際協力機構 ジェンダー・環境社会配慮審査グループ長 木下俊夫 様 
 国際協力機構 環境社会配慮審査会 委員長 村山武彦 様、委員各位 
 国際協力機構 環境社会配慮に関する異議申立審査役 井村秀文 様、原科幸彦 様 
 
 
「インド国幹線貨物鉄道輸送力強化計画調査」（開発調査）に関する意見及び要請 

 
 
「インド国幹線貨物鉄道輸送力強化計画調査」（開発調査）は総延長 2,800kmにおよぶ鉄道

案件を対象としたもので、協力事業としては他に類をみない大規模案件1であるのにも関わら

ず、調査が極めて短期間で実施されています2。 
一方、本事業は、現在把握されているだけでも 4,150 戸（不法居住者を含む）3の住民移転

が生じ、被影響住民が数万人規模にのぼることが予想される大規模な事業であることから、

慎重かつ綿密な調査および対策立案が必要とされています。 
私たちは、このまま十分な調査が行われないうちに本事業が「実施可能である」とされる

ことに危惧を抱いています。よって、環境社会配慮審査会において、環境社会配慮ガイドラ

インに則った十分な議論が行われることを要請するとともに、私たちが現在までの公表資料

を分析した結果をもとに、下記の通り意見及び要請を提出しますので、よろしくご検討方お

願い致します。 
 

1. 現在JICAが実施している開発調査は「フィージビリティ・スタディ」という名目で実施

されていますが、内容としては、全路線における簡易調査を行い、優先整備路線を特定す

る通常でいう「マスタープラン」段階での調査であり、フィージビリティ・スタディでは

ないと考えます。 
例えば、優先整備区間とされている区間（カテゴリーA区間またはPhase I区間）において

さえ、概略線形決定のための調査実施中の迂回路が存在する4という状況の中、そのフィ

ージビリティを確認することは事実上不可能であると考えます。 
 
2. 本事業において「環境社会影響評価（EIA）」として実施されている調査に限ってみても、

実際に本格調査が行われたのは 2007 年 5 月～9 月半ばまでと 4 ヶ月半に過ぎず、本調査

内において十分な環境社会調査及び対策立案が行われたとは言えません5。 
 

3. 上記の「1.」「2.」を踏まえると、本開発調査報告書の結論部分において、本事業の優先整

備区間に限ってみても「実施可能である」という表現を記載することはできないと考えま

す。結論部分においては、本調査において示された段階整備シナリオに即して、今後、本

事業を進める場合には、優先区間とされた各区間において、迂回路の調査も含めて改めて

フィージビリティ・スタディ及び環境影響評価（EIA）が実施されるべきであることを明

記し、今後の調査計画立案に当たっての課題を記載するべきであると考えます。 
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4. 水質や大気については概ね二次データを使用しており、生態系も含めて実測調査は十分に

行われていません。長大橋梁や保護区なども含まれていることを考えれば、このような調

査を行う前に「特段の影響はない」「環境的に大きな障害はない」「重要種は存在しない」

といった記載を行うことはできないと考えます。 
 
5. すでに日本の新聞では事業が円借款で行われることを前提にした記事が書かれています。

これまでJICAは新聞報道に誤解や誤りがあると判断した場合は見解を発表しています6。

実施可能性を調査中の案件について円借款が供与されるかのような報道がなされている

のに何ら見解を示さないというのは、黙認していると取られても仕方がないと思います。

JICAとしてこうした報道に対して自らの見解を示すべきだと考えます。 
 

以 上 
 
「環境・持続社会」研究センター（JACSES） 
持続可能な開発と援助プログラム・コーディネーター 
田辺有輝 
 
メコン・ウォッチ 
代表理事 
松本悟 
 
国際環境 NGO FoE Japan 
開発金融と環境プログラム・コーディネーター 
神崎尚美 
 
                                                      
1 総工費 6,000 億円と報じられている（2007 年 8 月 14 日付産経新聞）。 
2 平成 18 年 12 月 25 日付け環境社会配慮審査会答申では、下記のように指摘している。 
「本案件は、対象とする鉄道の総延長が 2,800 キロにおよぶ大規模なプロジェクトであるのに比し、本

調査の期間は 18 か月と短期間である。従って、JICA 環境社会配慮ガイドラインに基づき的確な環境

社会配慮を実施しながら、調査を進めることのできる適切な調査区間を選定しない限り困難が生じる

と考えられることから、調査工程の再検討を含め、下記の点が重要である。 
 (1) 環境社会配慮上の問題点の整理と解決が可能であることを明らかにしておくこと。 (2) 調査計画

の妥当性に関する考え方を示すこと。 (3) 本案件に係る環境社会配慮調査の計画の妥当性に関する考

え方を示すこと。 (4) 情報の不足による結果の不確実性を明らかにすること。 (5) 本調査以後の路線

計画、設計段階で配慮すべきことを明示しておくこと。 (6) 本調査以後の課題を明示すること。」 
3 「インド国幹線貨物輸送力強化計画調査 第 9 回環境社会配慮審査会 当日配布資料 中間報告」

（2007 年 9 月 10 日）より算定。 
4 優先整備区間とされているカテゴリーA 区間において、迂回路は合計 11 箇所（計 406km）ある（「イ

ンド国幹線貨物輸送力強化計画調査 第 9 回環境社会配慮審査会 当日配布資料 中間報告」（2007
年 9 月 10 日）より算定。）。 
5 例えば、現況調査において十分なデータを得るためには、季節的な変動に鑑み、少なくとも 1 年の調

査期間は必要であると考えられている。 
6 JICA関連報道等に関する見解（http://www.jica.go.jp/opinion/2006/index.html） 

第4回新JICAガイドライン有識者委員会資料　事例研究：インド国幹線貨物鉄道輸送力強化計画調査 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「環境・持続社会」研究センター　田辺有輝 

-4-

(4-1-2)

http://www.jica.go.jp/opinion/2006/index.html


JICA（PC）第 11-07002 号 
平成 18 年 11 月 7 日 

環境社会配慮審査会 
委員長 村山 武彦 殿 

 
独立行政法人 国際協力機構 

                         理 事  黒木 雅文 
 
 
 

環境社会配慮審査会への諮問について 
 
 

JICA 環境社会配慮ガイドライン 2.4 の規定に基づき下記事項につき諮問いた

します。 
 

記 
1. 件名 

諮問第 4 号「インド国幹線貨物鉄道輸送力強化計画調査」 
 
2. 諮問事項 
  環境社会配慮調査のスコーピング案 
 
3. 資料・報告書 
  「インド国幹線貨物鉄道輸送力強化計画調査」環境社会配慮審査会資料 
  （環境社会配慮調査の方針、枠組み等）   

以 上 
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平成18年 12月 25日 
 
独立行政法人 国際協力機構 
理 事  黒 木  雅 文  殿 

環境社会配慮審査会 
委員長 村山 武彦 

 
 
 
 

 
諮問第4号に対する答申について 

 

 環境社会配慮ガイドライン2.4の規定に基づき、諮問第4号「インド国幹線貨物

鉄道輸送力強化計画調査」（開発調査）の環境社会配慮調査のスコーピング案に

ついて、別紙のとおり答申いたします。 

 答申内容を協力事業に反映するよう、お取り計らい下さい。 

以 上 
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別紙 

コメント 
（全体） 
1. 本案件は、対象とする鉄道の総延長が2,800キロにおよぶ大規模なプロジェク

トであるのに比し、本調査の期間は18か月と短期間である。従って、JICA 環境

社会配慮ガイドラインに基づき的確な環境社会配慮を実施しながら、調査を進

めることのできる適切な調査区間を選定しない限り困難が生じると考えられる

ことから、調査工程の再検討を含め、下記の点が重要である。 
(1) 環境社会配慮上の問題点の整理と解決が可能であることを明らかにしてお

くこと。 
 
(2) 調査計画の妥当性に関する考え方を示すこと。 
 
(3) 本案件に係る環境社会配慮調査の計画の妥当性に関する考え方を示すこと。 
 
(4) 情報の不足による結果の不確実性を明らかにすること。 
 
(5) 本調査以後の路線計画、設計段階で配慮すべきことを明示しておくこと。 
 
(6) 本調査以後の課題を明示すること。 

 
（代替案検討） 
2. 貨物新線がオプションの一つとして妥当であることを内外に示すことが重要

であり、そのためには当該区間の物流全体を踏まえた鉄道輸送の必要性、鉄道

輸送能力増強の必要性、他の2案（既存線改良案とゼロ・オプション）との適切

な比較を検討する必要がある。 
 
3. 代替案の検討に際しては、住民移転や騒音・振動、排気ガス、地域分断、雇

用、自然環境保全が比較対象となっているが、これらの項目を選んだ理由や影

響の程度、及びその判断の根拠を明示すべきである。また、検討の際には下記

の点にも考慮すべきである。 
(1) 交通モード別の環境負荷比較（大気汚染、騒音、渋滞、エネルギー効率、

地球温暖化ガス排出量）を行うことが望ましい。 
 
(2) 排気ガスの影響については、鉄道車両がディーゼル車か電車か、また路線

が住宅密集地を迂回するか否か等によって影響の度合いが異なるので、その
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前提条件を明示すべきである。 
 
(3) ゼロ・オプションの設定に際しては、調査対象の鉄道と同様にムンバイ、

デリー、コルカタを結ぶ予定の高速道路建設計画についても明記すべきであ

る。 
 
(4) 鉄道輸送の強化による車両排気ガスの減少や、モーダルシフトを進めた場

合の、輸送業界の雇用機会の転換も社会影響の一つとして検討することが望

ましい。 
 
(5) 環境面、社会面のみならず経費、安全性、効率性での比較も総合判断には

必要であり、本調査ではその点も示すべきである。 
 
(6) 総合評価では各影響項目の評価を踏まえた上で、順位付けの理由を明示す

べきである。 
 
(7) 代替案の検討に関し、総合評価では各影響項目の評価を踏まえた上で貨物

新線案が１位になる理由を明示すべきである。 
 
（実施体制） 
4. インドの環境影響評価法制度では、鉄道開発は環境影響評価（EIA）を必要と

しない。よって本調査で実施する環境社会調査については、インドの環境影響

評価法制度に準じて行われるようにインド政府と協議し、同時に多様な側面か

ら環境社会配慮の実施が可能となるような体制整備を求めるべきである。この

ため、環境ワーキンググループ（Environmental Working Group: EWG）が社会影

響も扱うことを明示することが望ましい。 
 
5. EWG は、環境社会配慮の実施に責任をもつ母体になると理解している。MRD
（Ministry of Rural Development）の経験は住民移転については信頼できるレベル

であると思われるが、他の項目も含めて EWG 構成員で環境社会評価をトータル

な意味で責任を持てるのかを検討すべきである（例えば、工事中、工事後のモ

ニタリングを担当する部署は EWG になるのか。EWG は単に、IEE と EIA を承

認する機関なのか。EWG と環境モニタリングの関係）。また、環境社会配慮を

担う主体が EWG であり JICA 調査団がそれを支援する形をとるのなら、どのよ

うに EWG のキャパシティ・ディベロップメントを行うことになるのかを提示し

ていただきたい（例えば、EWG がこの調査後もが自分たちで本事業実施の環境
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社会配慮を行えるようになる、それを可能にするトレーニング）。 
 
（調査の実施方法） 
6. 全区間を対象とするには時間的に極めて厳しいことから、全体的なラピッド

サーベイを進めるとともに、需要の高さや環境社会配慮上の観点から優先順位

や区間を検討し、モデル的に先行して進めることも検討していただきたい。 IEE
の調査結果に基づいて最適事業案を決定するため、IEE を前提として EIA の調

査の重点化を行うためには、以下の問題を検討する必要がある。 
(1) 大気汚染の項目が含まれていない（ディーゼル車両か電車かが不明、トラ

ック輸送の変化に伴う調査が予定されていない）。 
 
(2) 騒音・振動についても、測定箇所数が少ない（300km から150km につき1
カ所）。 

 
(3) 評価の決め手となる目標値や評価手法が現時点では明確にされていない。 
 
(4) 調査期間が短い。 
 
(5) 不足データを既存資料で補えるかどうか明確でない。 

 
7. 調査上の問題の解決のためには、軌道の構造、十分な路線幅の確保、周辺土

地利用形態について検討することが望ましい。 
 
8. EIA レベルの調査において、調査対象地域を重点地区に絞ることが今後の検討

事項となっているが、その際には環境社会影響が大きい区間を重点地区とする

のか、事業実施上の効果等から優先度が高い区間を重点地区とするのか等の枠

組みを設定すべきである。また、影響を受ける地域でのステークホルダー協議、

住民移転が必要な場合の現状把握、影響対象者への緩和策等を検討するために

は、IEE 調査時に可能な限りベースラインデータを収集することが望ましく、早

い段階で優先事業区間を設定することが望ましい。 
 
9. EIA 段階での調査期間が5ヶ月であり、通常の EIA で行われる年間を通じた基

本的な調査を実施することが不可能である。したがって、EIA の前段階として自

然環境の季節的変化については既存資料や地元地域の知見の収集に努めるべき

である。その際には大気汚染との関連や季節による土地利用の変化（雨季には

内水面養殖が行われる等）を考慮し、情報が不足している場合には、予測結果

の不確実性を十分考慮すべきである。 
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 調査項目の設定に関しては、JBIC 環境ガイドラインにある鉄道セクターのチ

ェックリストにある項目をはじめ、アウトカースト（Scheduled Caste: SC、

Scheduled Tribe: ST）への配慮、文化遺産、生活施設一般、入会権・水利権、建

設工事による廃棄物、建設発生土、水質汚濁、地下水系の分断や汚染、動植物

への影響、地球温暖化(具体的には「温室効果ガス排出量」と森林伐採による「吸

収源減少量」)等を検討したうえで、メリハリのついた調査設計とすべきである。 
 
10. インド国側調査の中で路線計画作成が行われる予定であるが、路線計画作成

に関連して環境社会配慮がなされるよう、JICA 調査との意見調整を行うべきで

ある。 
 
11. 調査実施法に GPS とデジタルカメラ使用による沿線調査のような新技術を

活用した調査効率化を図るための工夫をこらされていると考えるが、ステーク

ホルダー協議、住民移転のフレームワーク策定などには、同国の政治社会上の

特質を十二分に踏まえた別種の新考案を期待する。 
 
（ステークホルダー協議） 
12. 市民参加（Public Involvement）の枠組みについては、次のように考えられる。 

(1) 路線が想定される9州の人口や対象となる行政区の数の多さから、全路線を

対象とした情報公開や協議は容易ではない。この点に関するより具体的な情

報公開、協議の手続きを示していただきたい。また、その際には SC/ST への

配慮も行うべきである。 
 
(2) 個別住民や関係者との意見調整は時間的にも無理であり、方向が見えるよ

うな（代表性が認められるような）事実の積み上げが重要である。 
 
13. ステークホルダー協議の対象については、次のような配慮が必要である。 

(1) 出席者の選定にあたっても、SC/ST、不法居住者、非識字層、女性、若者

など社会的弱者の広範かつ適正な参加の確保に、一層きめ細やかな配慮を求

めたい。 
 
(2) 現地ステークホルダー協議には、地域レベルでさまざまな分野で社会的活

動を行っている NGO/NPO 関係者の参加を考慮すべきである。Panchayati Raj 
Institution (PRI)、Local Urban Council (LUC) の代表者を協議メンバーに入れ

るのはよいと思うが、�NGO 等も協議メンバー(第１次協議、第２次協議、

第３次協議)に加える、あるいは、�NGO 等と意見交換を行う機会を別に設
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定する、などして設定し、NGO 等の意見も聴取し、環境社会影響評価および

環境社会配慮対策に反映させる計画とすべきである。 
 
(3) 第２次、第３次の協議では、PRI/LUC の代表者のみならず、SC/ST の代表

者も含めるとともに、新路線案が選定された場合は、移転を求められる住民

を対象とした協議手続きの機会を設定していただきたい。 
 
(4) 現在、調査団がステークホルダーとして想定している範囲が広いように思

われる。例えばトラック業界があげられているが、本事業でどこからの荷物

がどこへ輸送されるのかを想定するとき、本事業の影響を受けない地域のト

ラック業界もあるものと思われる。適切な絞込みが必要である。 
 
14. ステークホルダー協議を中心とした市民参加については、次のような配慮が

重要である。 
(1) 互いの情報の共有、シェアリング、相互の学習（ステークホルダー間、調

査団、政府）がメインとなるべきであろう。結果として、情報の提供が（互

いに）スムーズに行き、互いの意見を理解し、合意が得られることを目指せ

るのではないか。単なる情報伝達、情報収集にならないよう配慮する必要が

ある。事業を済ませるための「手段」としての協議ではなく、協議自体が事

業推進の上でも大事なステップであると位置付けているという意思をはっ

きり表明するためにも、最初の第1次協議の段階でも、プロジェクト側の報

告に終始するのではなく、NGO ファシリテーターを通したワークショップス

タイルで、できるだけ参加者側の意見も汲み取っていくようにすべきである。 
 
(2) 現地ステークホルダー協議に際しては、できる限り地域住民や関係者(事業

者、NGO 等)に本プロジェクトに関する関係情報が共有されることが必要で

ある。関係情報の伝達・普及は、政府・行政ルートに限った計画にすると、

当該情報の受け取り手が行政機関に関係する者に限られるなど、偏りが生じ

る可能性がある。提案されている手段に加えて、より多様な情報媒体やメデ

ィア等を活用することを考慮すべきである。 
 
(3) ステークホルダー協議（第1次）の段階では、PRI、LUC とともに、SC/ST 

Department、Tribal Development Department 等、自治体や SC/ST 支援機関との

協議が中心であることから、自治体・支援機関と住民との間の情報交換をフ

ィードバックするための時間的猶予を可能な限りとるべきである。その際、

路線対象となる地区の社会状況や接触事故等の社会影響の可能性について
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聴取するとともに、より詳しい情報を入手するための手段について聞き取り

を行うことが望ましい。 
 
(4) 町／村（PRI/LUC）の議長を対象に入れているが、事業によって影響を受

けるステークホルダーである不法占拠者の多くは選挙権が与えられていな

いであろうし、権利があっても行使していないことであろう。つまり、

PRI/LUC も不法占拠者を代弁する立場にはないということになる。既存の

「行政階層を通じた情報伝達・意見集約」を進める際に、行政に任せ過ぎる

ことで情報伝達が偏ってしまわないように留意すべきである。そのためにも

地方行政の対象から外されてしまいがちな弱者への情報伝達の方法（例えば

そうした人たちを支援する団体を通しての接触など）を考えておくことが大

切である。 
 
(5) 協議の際には、エンジニアリング部分の調査を関連情報として的確に説明

できるようにするとともに、路線対象となる地区の社会状況や接触事故等の

社会影響の可能性について聴取し、より詳しい情報を入手するための手段に

ついて可能な限り把握すべきである。 
 
(6) ステークホルダー協議が予定通りに進まない場合には、調査期間を考慮し

て調査区間や調査内容の見直しなどを的確に行うべきである。 
 
15. ステークホルダー協議における NGO との協力に関しては、次のように考え

られる。 
(1) 現地ステークホルダー協議の実施にあたっては、言語を含む現地の事情に

通じた NGO、CBO（Community Based Organization）の十分な協力が不可欠だ

が、一口に NGO といっても、インドの NGO には国際レベル、全国レベル、

地域レベル、草の根レベルの活動をする NGO、さらにそれぞれの地域の事情

に沿った活動をする CBO などがあり、有しているスキル、役割、得意分野・

領域などはそれぞれさまざまである。本事業の場合、全国レベルから草の根

レベルまでの多様な NGO/CBO を効果的有機的に組み合わせて調査の実施や

解析がすすめられることが望ましい。 
 
(2) 協力 NGO 選定の範囲はできるだけ広くとり、現地ステークホルダーの意

見と実情を迅速かつ柔軟に吸い上げることのできる NGO パートナーを的確

に選定することが望ましい。 
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(3) ステークホルダー協議のファシリテーターに NGO を登用することについ

ては、NGO 界は一枚岩ではないから、NGO の雇用自体は NGO の声を反映

していくための手立てとはならない。NGO も実に多様であり、早い時点から、

しっかりとした NGO のステークホルダー分析も進めておき、本事業に関わ

る NGO と間でできるだけ漏れなく協議を進めていけるよう取り計らう必要

がある。また、インドでは大きな事業が実施される時には、様々な NGO 連

合体がウェブサイトを立ち上げて世論を喚起することもあるので、ウェブ上

での動きにも常に気を配っておくことが望まれる。 
 
16. 調査対象の優先区間については、国土交通省の PI（public involvement）プロ

セスを含めた日本の住民参加の事例を踏まえ、ステークホルダー協議のもとで

合意形成を図る体制の構築を優先すべきである。 
 
17. ステークホルダー協議以外の市民参加の手段に関しては、次のように考えら

れる。 
(1) 現実的なステークホルダーだけでも大量であると思われ、その全員が参加

する協議を行うことは難しい。であるとすれば通常以上の事業についての広

報活動の実施、不特定多数の住民の意見を受け入れる窓口の設置等、戸別訪

問的な協議ができない点を補完する手立てを取ることが必要である。 
 
(2) キーインフォーマントグループへのインタビュー、フォーカスグループ・

ディスカッション、などの手段を駆使して、質の濃い（信頼性の高い）情報

を入手しうる方法をとることが望ましい。 
 
(3) 住民以外で他の重要なステークホルダーからの意見収集については、重要

度と代表性が高いグループにアプローチして、ヒアリング、フォーカスグル

ープ、などの手法を駆使して十分に彼らの意見を収集する方法がある。 
 
(4) 行政機関や主な団体（例えば、道路部局や輸送業界）の意見の聴取も重要

である。 
 
（住民移転） 
18. 住民移転に関するインド側、国際機関の認識の違いに関しては、次のように

考えられる。 
(1) インド国の認識が国際機関の認識とは大幅に異なることが明らかであり、

これに対して JICA としてどのように取り組む方針なのか。特に住民移転計
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画と認める家族数規模や、不法占拠者（数としては多いのではと懸念）への

対応の違いは大きな問題であり、この点をどう解決するかの道筋を立ててお

くことが必要である。 
 
(2) 手順としては相違点に関してはインド側との調整が必要となるが、調整の

結果を待つことなく、移転住民の生活向上策・移転後住民のモニタリングシ

ステム構築を含む住民移転のフレームワークを深度を深めて策定すること

が適切と考えられる。 
 
(3) インド政府の方針では不法占拠者への補償・支援が考慮されないが、本調

査では JICA ガイドラインに沿って職業訓練や低価格住宅の提供など移転住

民への補償や支援策を検討する計画になっている。こうした補償・支援の実

施は路線の決定や代替案の検討においても重要な要素であるため、先方に対

しては、各州の制度の違いを考慮しつつ、もできうる限り積極的に提案を行

っていただきたい。また、具体的な支援策を練る際には、そうした支援分野

での経験・専門性を持つ地元団体の知見を活用するようにしていただきたい。 
 
 

以 上 
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 1

インドネシア国バリ州総合水資源開発・管理 計画調査 
案件名／国名 バリ州総合水資源開発・管理 計画調査／インドネシア 
融資・協力機関 JICA 
融資承諾時期／ 
協力時期 

JICA： 
開発調査 2004年 10月～2006年 6月 

ガイドライン JICAガイドライン（努力適用） 
案件概要 
 

・ 目標年（2025年）までのバリ州における総合水資源開発・管理のためのマスタ
ープラン策定。 

・ マスタープランで選定された優先プロジェクトに関わるフィージビリティ調査

を実施する。 
優先プロジェクトの一つとして取り上げられたアユンダムの概要： 
・ 都市用水の開発; 1,800 lit/s（日量 155,500 m3）  
・ 既設灌漑用水への補給や正常流量の確保（不特定用水） 
・ ダムの放流水を利用した発電（最大 7.98MW） 
タイプ：重力式コンクリートダム、ダム高 66,0m、発電方式：流れ込み式 
最大出力：7.6MW 

経緯 2004年 2月：事前調査団派遣、S/W署名 
2004年 9月～：マスタープラン（カテゴリ Bとして実施） 
2005年 10月～2006年 7月：優先事業の F/S（カテゴリ Aに変更） 
（2006年 1月～2月：優先事業の環境調査） 
2005年 12月：環境社会配慮審査会答申（インテリム・レポート段階） 
2006年 6月：環境社会配慮審査会答申（DFR段階） 

指摘された環境・社
会影響 

アユンダムの環境社会影響として下記が指摘された。 
① 寺院、聖なる泉、宗教的な儀式への影響、ラフティングへの影響 
② 生態系：ダム建設及びアクセス道路建設等の関連事業に伴う現存生態系の消

失・変化（水没に伴う植生の消失、陸域生物種の生息域の消失、水域生態系の

変化）1 
③ ダム周辺のエロージョンのリスク 
④ ダムの下流域の水文変化に伴う生態系の変化2 
⑤ ダム下流の河床変動、海岸浸食に関する影響3 
など 
②～⑤についてはさらなる調査が必要であることが答申において勧告された4。 

ガイドラインの適用
状況 

１．マスタープランにおけるカテゴリ分類（ガイドライン 2.5.6）5 
水資源開発・管理を取り扱うマスタープランにおいて、当然カテゴリ Aとなる
プロジェクト（大規模なダム、灌漑など）は予想できるのにも関わらず、本案
件が当初カテゴリ Bとされた根拠は不明である。 

２．開発ニーズ 
本事業の場合、優先事業として取り上げられたアユンダムに関し、審査会にお
いて水需要予測・電力需要予測の双方についてその妥当性が議論となった6。 

３．環境社会関連の費用・便益の評価： 
本事業の DFRをめぐる審査会の議論において、事業の環境面における便益につ
いて、CDM化による炭素クレジット取得の便益を含めることは楽天的であるこ
と、また、集水域における保護区の設置、ダム湖への魚の移入などを便益に含

めることは不適切であることが指摘された。さらに、負の効果として、湛水に

                                                        
1 開発調査では、水没地域の両岸における動植物調査を実施。 
2 開発調査では実施されていない。 
3 開発調査では実施されていない。 
4 審査会 DFR答申（2006年 6月 23日付け）「８．今後の環境社会配慮調査事項について」 
5 「マスタープランは、協力事業の初期段階ではプロジェクトが明確でない場合が多いが、その場合でもプ
ロジェクトを想定してカテゴリ分類を行う。その際に、派生的･二次的な影響や累積的影響を考慮に入れる。」 
6 審査会 DFR答申（2006年 6月 23日付け）「１．水需要の予測について」および「補足意見」参照。 
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 2

よる生態系の消失、下流域における水量パターンの変化や土砂流動の変化に伴

う生態系を含む環境の変化について記述するべきこと、環境面の負の影響が十
分見積もられていないことが指摘された。 

４．M/P・F/S の一体型の調査の問題点。調査準備に当たり個々の事業が不明であ
るため、TOR案や調査設計が十分に検討されない。また、選定案件に関する事
前の公開が十分に行われない7。 

・ TORおよび調査設計が不十分：本事業の場合は、アユンダムなどの優先事業に
関する現地環境調査は実質 2 ヶ月弱しか行われなかった。また、既存調査
（AMDAL）の情報が十分検討されないまま、調査が開始された。 

・ 選定事業の事前の公開：アユンダムが単独の開発調査として実施された場合に
比して、意思決定に先立つ情報公開が十分に行われたとは言いがたい。 

 
課題及び教訓 ・ １．→マスタープラン段階において、現行ガイドラインの規定上カテゴリ Aと

すべきと考えられるものが、カテゴリ Bとされる傾向にある8。これは運用上の

課題と考えるが、仮にガイドラインの規定上の問題であるのであれば検討ポイ
ントに加えるべきである。 

・ ２．→アユンダムの需要予測の妥当性に関して、審査会において議論されたこ

とは、本開発調査のアカウンタビリティを高める効果があった。現行ガイドラ
インにおける開発ニーズや代替案に関する規定を維持することが重要であると
考えられる。 

・ ３．→同上。 
・ ４．→M/P・F/S一体型の調査の場合は、F/S実施の前の段階における手続き（案
件名、カテゴリ分類などの公開）につき、検討すべきである。 

・ 不十分な環境調査および評価：本事業においては、調査期間の短さ、調査の不
十分さが問題となった。たとえば生態系調査については、乾季・雨季・中間期
を対象とした調査が必要であることが指摘された。 
さらに通常、ダム建設事業においては当然に調査・評価されるべき事項が調査・
評価・記述されていないことも問題となった。 
調査スコープについては F/S 実施前のインテリムレポート段階から議論が行わ
れ、答申にも盛り込まれた9が、これが十分に、フェーズ３の調査計画に盛り込
まれなかったのは、主としてすでに本開発調査の TORが決定されていなかった
からであると考えられる。 
協力準備調査においては十分な検討に基づく調査設計が行われ、かつその TOR
の段階においても審査会など開かれた場で議論を行うことが望ましい。 

                                                                                                                                                                                        
7 3.1.2「JICAは、カテゴリＡに分類された要請案件については、提言の作成に先立って事業実施国、実施地
域、事業概要の 3点をホームページ上で一定期間、情報公開し、環境社会配慮の観点から外部の情報や意見
を収集して提言に反映する。」 
8 例えば下記が挙げられる。インド・ゴア州上下水道強化計画調査、ミクロネシア・ボンベイ空港改善計画、
スリランカ・電力セクターマスタープランなど 
9 審査会インテリムレポート答申（2005年 12月 12日付）「５．フェーズ 3の調査計画について」「６．アユ
ンダム関連事業に関するスコーピング案について」。 
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 アユンダム 
都市用水の開発; 1,800 lit/s
（日量155,500 m3）  

既設灌漑用水への補給や正常

流量の確保（不特定用水） 
ダムの放流水を利用した発電

（最大7.98MW） 

（添付１） 
インドネシア国バリ州総合水資源開発・管理 計画調査 事例研究 

参考資料（FR要約より） 
 
１．案件概要 

 目標年（2025年）までのバリ州における総合水資源開発・管理のためのマスタープラン策定。 
 マスタープランで選定された優先プロジェクトに関わるフィージビリティ調査を実施する。 
 優先プロジェクト： 

 多目的アユンダム 
 バリ南部地域を対象とした給水事業 
 バドゥン川、マティ川の洪水対策事業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（写真上）アユンダム 

ファイナル・レポート（要約） 
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 現地環境調査 
 環境審査会答申

 （インテリム）  
 環境審査会答申
（DFR ）  

 事前調査報告書（2004 年4 月） 

 
（ファイナル・レポート要約版 p.4-52） 

 
 
２．工程 
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３．開発調査における環境社会面に関する記述 
（5.8.1環境調査） 
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（5.9.5環境評価結果） 
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インテリム・レポート段階における審査会答申（2005年12月）
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平成 18年 6月 23日 

 

独立行政法人国際協力機構 

理事 黒木 雅文 殿 

 

環境社会配慮審査会 

委員長 村山 武彦 

 

 

諮問第３号に対する答申について 

 

JICA環境社会配慮ガイドライン 2.4の規定に基づき、諮問第３号「インドネシア国バリ州水資

源開発・管理計画調査」ドラフトファイナルレポートについて、別紙のとおり答申いたします。 

コメントの種類に応じて、答申内容を協力事業に反映するようお取り計らいください。 

なお、当該案件につきましては、別添にありますとおり、担当委員から本案件の環境社会配慮

に関する補足意見が述べられております。審査会における議論をより理解していただくために添

付いたしますので、事業実施に当たり合わせてご配慮くださいますようお願い申し上げます。 

また、当該案件は開発調査におけるフェーズ２の段階でマスタープラン（M/P）策定が行われ、

その結果選択された優先事業のフィージビリティ調査（F/S）、環境影響評価実施支援がフェーズ

３において行われています。しかしながら、JICA環境社会配慮ガイドラインには、一つの開発調

査の中で、M/P 策定と F/S を連続して実施する際の手続きは明文化されておりません。加えて、

当該案件では F/S に入る段階でカテゴリが変更されていることもあり、ガイドラインに示された

手続きの適用方法について議論がなされました。この点に関して、M/P で選定された優先事業に

対して連続して F/S を実施する場合の手続きを、優先事業の妥当性の確認や情報公開、優先事業

の調査設計を行うために必要な時間の確保などの観点から、F/S を単独で行う場合の手続きと比

較して検討すべきではないかという趣旨の意見が、担当委員から述べられたことを申し添えます。 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DFR段階審査会答申
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別紙 

 

１．水需要の予測について（要求） 

予測に比して実需の伸びが低位となった場合の対応を記載すること。例えば、観光客の増加予

測は年４．５％・上位予測５％・下位予測４％とされているところ、１９９９年から２００４年

の増加率（テロの影響が大きかった２００３年を除外）の年平均値をとれば２％程度となるので

あり、少なくとも感度分析において４．５％より更に下位の予測を行う必要がある。 

なお、審査会において需要予測の妥当性について議論がなされたことに関しては、本開発調査

の終了後も水需要予測をモニタリングし、予測値と実測値を比較しつつ適切な事業実施の可能性

について更なる検討を加えることが望ましい旨をRecommendat i onに盛り込むこと。 

 

２．ゼロオプションの記載について（要求） 

ゼロオプションを採用しない理由をさらに記載すること。 

 

３．経済分析について（提案） 

 クレジット取得の不確実性の観点からアユンダム事業の便益に CDMによる温暖化ガス排出権を

計上しない場合についても検討すること。 

 

４．Wat er  Conf l i ct に関する記載について（要求） 

ステークホルダー協議結果のまとめの部分では、「Wat er  Conf l i ct 」の項目を追加すること。 

 

５．ステークホルダー選択における社会的弱者に対する配慮の記載について（要求） 

ステークホルダー選択にさいしてとりわけ貧困層などの社会的弱者、女性の視点等を反映する

ためにどのような配慮がされたかを記述すること。なお、NGOが参加している場合は、名称およ

び活動分野・地域を記載すること。 

 

６．事業のプラス及びマイナスの効果の記載について（要求） 

マスタープランの環境面の評価において、アユンダムの集水域に保護地域を設定すること、ダ

ム湖において魚を導入すること、を事業のプラスの効果とすることは不適切であり、記載を見直

すこと。水の転流による河川の浄化やアユンダム工事に伴う短期的雇用創出についても、事業の

プラスの効果として記載されているが、それぞれ河川生態系や地域住民の生計スタイルの攪乱を

もたらす恐れがあり、そのような負の影響が生じる可能性があることも併記すること。 

 また、負の効果については、湛水による生態系の消失、下流域における水量パターンの変化や

土砂流動の変化に伴う生態系を含む環境の変化についても記述すること。 

 

７．アユンダム事業の環境社会面の評価項目について（要求） 

環境面、社会面それぞれについて、Const r uct i on Phase及び Post - Const r uct i on Phaseに関す

る記載を行うこと。 
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８．今後の環境社会配慮調査事項について（要求） 

Recommendat i onにおいて、インドネシア側が今後さらに調査データの分析や追加調査を行うべ

き事項として、次をあげること。なお、インテリム・レポートの段階での諮問において、環境社

会調査の TORが具体的に提示され、これについての検討を深めることがより適切であったと考え

られる。 

１）ダム建設及びアクセス道路建設等の関連事業に伴う現存生態系の消失・変化（水没に伴う

植生の消失、陸域生物種の生息域の消失、水域生態系の変化）。ダムの下流域の水文変化に

伴う生態系の変化、浸食等の影響、海岸域変化、農地の変化による社会的影響。 

２）生息種・生息状況を踏まえ、当該地域の生態系はいかなるものであるか、それがバリ島や

インドネシアの他の地域と比してどのような特徴を有するのか、という分析。 

３）ジャワショウビンのみならず、他の保護種、貴重種（I UCNレッドリスト記載種）に係る影

響、評価、緩和策。 

４）植物に関して、地域住民にとって、食用・薬用など特別な用途に使用されているものの存

在。 

５）作業員の流入による地域社会と生態系への影響。 

６）今回行われた環境調査は 2006年 1月～2月末であるため、他の季節における調査を実施す

る必要があること。また、哺乳類の識別を含む調査方法。 

７）建設骨材の採取場所とその環境影響 

８）ダム下流の河床変動、海岸浸食に関する影響 

９）安全確保（例：警報システムの構築） 

 

９．報告書の追記事項について（要求） 

以下の点を報告書に追記すること。 

１）代替案の比較表において、点数の説明（注記または別章で触れている部分は、参照可能な

記述とする）。 

２）現在、恒常的な水の供給を受けられない人について、その問題の深刻さの程度及びその対

策 

３）動植物に関して、調査時期、リスト掲載種が I UCNレッドリスト掲載種かどうかの確認。 

４）保護種に関して、それぞれの保護の理由。 

５）ダム湖岸崩壊のリスク。 

６）F/ Sのプロジェクト評価において、Wat er  qual i t y moni t or i ng i n dam、Gener at i on of  wast e 

sl udge at  wat er  t r eat ment  pl ant s、Dr edged mat er i al  management  aspect s of  const r uct i on 

phaseを実施する主体。 

 

１０．記載の見直しについて（提案） 

次の点については、記載を見直すこと。 

１）ステークホルダー協議の記述における「democr at i c and t r anspar ent  manner」という表現

（妥当性が不明）。 

２）動植物への影響に関する記載における「most  of  t hem ar e common and gl obal  t er r i t or i al . 」

14

(4-1-2)



（ミスリーディングである）。 

３）動植物への影響に関する記載における「some of  t he unpr ot ect ed wi l d ani mal s ar e gi vi ng 

r est l essness t o t he f armer s」（趣旨が不明である）。 

４）動植物への影響に関する記載における「Most  bi ot a i dent i f i ed i n t he dam si t e ar ea by 

t he EI A st udy,  bot h aquat i c and t er r est r i al ,  ar e common and none bel ong t o t he cat egor y 

of  endanger ed speci es. 」（不適切である）。 

 

以 上 
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別添 

 

本案件の環境社会配慮に関する補足意見 

 

  本ドラフトファイナルレポート（DFR）に対し下記（１）乃至（３）につき要求するとともに、

本要求の真意を理解して頂くため補足説明を適宜加えることとする。 

  そもそも、ガイドライン２．８．３では、「環境社会配慮が確保できないと判断する場合」の

例示として「開発ニーズの把握が不適切な場合」を挙げている。また、ガイドライン３．２．

３．５及び３．３．３．５では、プロジェクトを実施しない案を含む代替案を検討することを

M/ P及び F/ Sの各段階で要求している。更にガイドライン別紙１「相手国政府に求める環境社

会配慮の要件」基本的事項２では、代替案の検討に当たって環境社会関連の費用・便益の定量

的及び定性的な評価を行い、プロジェクトの経済的分析との密接な調和が図られなければなら

ない旨を規定している。以上のようなガイドライン上の基準を、現時点のみならず本開発調査

終了後も引き続き遵守すべきという見地から、答申本文１（水需要予測の更なる検討及びそれ

を前提とした代替案検討）に関する要求とともに、以下の要求を行うものである。 

（１）本 DFRの電力需要予測はインドネシア電力公社によるものであるところ、その需要予測

の合理性につき十分な検討を加えること。また、将来需要増の１％にも満たない発電のた

めに、アユンダムを多目的ダムとして発電事業目的を追加（なお、F/ S 段階でアユン多目

的ダムの総事業費は１兆０８６６億ルピー即ち約１２３億円であるところ、そのうち６１

５７億ルピー即ち約７０億円が発電目的にアロケイトされており、前記発電目的のために

約７０億円を投資する計算となる）したことの妥当性を検討すること。 

なぜなら、仮に発電目的が妥当でなければ、アユンダム計画の建設費のうち発電目的に

アロケイトされていた建設費の多くを給水目的に計上すべきことになり、本DFRにおける

ダムなし表流水案等の代替案（Ｃ３乃至Ｃ６）との比較の根拠並びにアユン多目的ダム事

業を前提とする中央給水システム及びそれを含むバリ南部地域都市給水計画に関する経

済財務分析の根拠を失うことになるからである。 

（２）経済分析の数値を踏まえ、更に経済分析にて考慮されていない本事業の便益及び費用に

ついても考慮した上で、本事業の便益を費用との対比で議論し、本事業の総便益が総費用

を上回るか否かにつき、検討すること。 

補足すれば、本 DFRの経済分析では、中央給水システムの便益費用比率はM/ Pにおいて

０．９２、F/ S において０．９５であって、いずれも１．０を下回っており、内部収益率

も M/ Pにおいて１１％・F/ Sにおいて１１．４％と、いずれも１２％を下回っている。ま

た、アユンダム事業の便益費用比率は M/ Pにおいて１．０２、F/ Sにおいてに１．１７で

あり、バリ南部地域都市給水計画全体の費用便益比率を見ても、M/ P において１．０３、

F/ S において１．０４となっている。これらは、いずれも損益分岐点に近い数値であり、

例えば１．０２という数字は、建築費用が２％増加するだけで経済分析上の費用が便益を

上回ることを意味する。しかも、経済分析には環境費用や社会費用等の外部費用が含まれ

ておらず、またダム建設費が事前の予算を超過するといった事態も起こりうることを考慮

すると、それでも本事業によってもたらされる総ての便益（経済分析にて考慮されていな
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い便益も含めて）が総費用を上回ることにつき本 DFRにおいて正面から議論して論証しな

ければ、本事業は正当化できないと考える。そのような議論は、同時に、ゼロ代替案と比

較して本事業を実施するのが良いのかどうかの検証ともなる。 

 （３）本開発調査終了後も、引き続き、建設費用や電力需要・水需要に関するモニタリングを

行い、仮に建設費用が大幅に増加することが判明した場合・需要が現段階での予測を大幅

に下回ることが判明した場合・その他事業の費用が便益を上回る見込みとなった場合には

本事業の実施を根本から見直すべきことを、Recommendat i on等に盛り込むこと。 

なぜなら、前記（２）で述べたように、経済分析上は損益分岐点に近い数値となってい

ることから、本事業の総費用が総便益を上回らないよう将来的にもチェックし続けること

が必要と考えるからである。 

 

以 上 
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1

 

2006年 6月 23日 

JICA地球環境部 

 
「インドネシア国バリ州水資源開発・管理計画調査」 

ドラフトファイナルレポートへの環境社会配慮審査会の答申及び 

｢本案件の環境社会配慮に関する補足意見｣に対する当部見解について 

 
平成 18年 6月 23日付けの環境社会配慮審査会の答申については、答申内容を踏まえてファイ

ナルレポートを取りまとめたいと考えています。なおこの中で、答申の項目１及び｢補足意見｣に

ついて当部の考え方を以下に示します。 

答申項目１について 

バリ州政府は「バリ州修正空間計画」の中で 2003年～2010年の社会経済発展のフレームワー

クを設定し、人口増や産業発展についての展望を示しています。本案件では 2025年までの水需要

を検討していますので、調査団は同修正空間計画を基礎としてバリ州政府と 2010年以降の社会経

済発展の予測シナリオを検討しています。 

水需要予測はこの社会経済フレームワークをもとに、上水道、灌漑、産業に係る需要について

バリ州各担当部局と協議して、現実的な原単位や給水普及率を想定し水需要予測を行っています。

その結果、2000年に実施された世銀による需要予測と比べても相当小さい水需要予測になってい

ます。たとえば、デンパサール首都圏の水需要については、2015年時点で世銀予測値の 79%、2025

年時点で世銀予測値の 58%の値を計画水需要量としています。 

この水需要予測に加えて、社会経済状況の将来予測の不確定要素も踏まえて想定よりも更に小

さくなった場合について検討することとしました。具体的には、過去のデータを勘案し考えうる

最も低位のケースとして、観光客の伸びを 2.1％、製造業の伸びを 4％とした水需要予測を行い、

この予測に基づく水資源開発計画の代替案を検討することにしました。 

補足意見（１）に対して 

１）バリ州電力需要について 

補足意見ではドラフトファイナルレポートに記述のバリ州の電力需要予測について「その需要

予測の合理性につき十分な検討を加える」ことが要求されています。 

調査団は、バリ州の需給バランスの将来予測について、対象地域の経済開発に関わる責任部局

｢バリ州経済開発局｣と発電事業実施事業体｢インドネシア電力公社｣からの情報を引用しています。

同将来予測によりアユンダムによる発電が有効に活用される可能性が高いことが確認されており、

当部では調査団の対応は妥当と考えています。 
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2

ドラフトファイナルレポートの記載によれば、バリ州では現在 Peak Load Demand(450MW)に対

して 316MWの発電能力しかなく、不足分の約 150MWについて他州であるジャワ島から供給を受け

ています。しかしながら、必ずしも安定供給を得られず度々停電が発生しています。インドネシ

ア電力公社はバリ州内の発電容量を増強する計画を進めていますが、2006 年建設予定の Budugul

地熱発電所計画が環境問題等のため中止となる等、発電容量の拡充は計画通り進んでいません。

アユンダムの発電により中期的な電力不足を全て解決することはできませんが、現状改善に資す

るものと考えられます。このような事情からインドネシア電力公社はアユンダムでの発電事業に

積極的に参加したいと考えていることが確認されています。 

なお、補足意見では「将来需要の１％にも満たない需要」のためにアユンダムに発電事業を加

える妥当性に疑問を示されていますが、アユンダムでは有効出力 4,570KW、年間発電力量

45,900MWh を計画しています。インドネシアの一人当たり電力消費量は約 360kWh(IEA Energy 

Balance of Non-OECD Countries, 2001)ですので、アユンダムにより約 13万人分の電力を賄うこ

とが可能です。特に電力事情が逼迫しているバリにおいては決して過小評価されるものではない

と考えます。また、中止となった Budugl地熱発電所の有効出力は 10MWです。資金調達の制約が

あるインドネシアでは、この程度の規模の発電を積み上げて需給ギャップを埋めている現状があ

ります。 

２）多目的ダム計画で発電目的のために 70億円を投資することの妥当性について 

アユンダムにおける発電事業に対する投資額の妥当性については、日本で多目的ダム建設の際

に通常行われている手法に基づいて検討されています。本調査では、一般に火力発電所による投

資が最も安価なことから、アユンダムの発電規模と同等の火力発電所を建設した場合を想定して

妥当投資額を 70億円と算出しています。 

多目的ダムの総事業費は 123 億円と見積もられていますが、このうち 70 億円を発電目的に配

分しています。 

補足意見（２）について 

１）定量的評価および定性的評価による総合的な事業の経済評価 

補足意見では、｢総ての便益(経済分析にて考慮されていない便益も含めて)が総費用を上回る

ことにつき｣議論するよう示唆されていますが、本調査の経済評価は、あくまで定量的に把握でき

る費用と便益について検討しています。 

｢開発調査における経済評価手法研究｣(平成 14 年 3 月)でも検討されましたが、本件事業にお

いて重要な便益と考えている｢公衆衛生の向上効果｣や｢人の時間価値｣(水汲み時間の節約効果等)

については定量化が難しい便益と考えています。本調査では、定量化が困難な費用・便益につい

ては出来る限りデータを示しつつ定性的な評価を行うことで対応しています。 

事業の妥当性は、費用と便益について定量的のみならず定性的な評価も行い総合的に判断され

るものと考えます。本調査ではインドネシア側ステークホルダーにとって事業の妥当性が理解さ
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れるよう、わかりやすい表現で比較・整理するようファイナルレポートで工夫します。 

２）事業の EIRRと B/Cについて 

経済分析は F/Sの結果算出された値が調査団による最終的な評価です。すなわち、アユン多目

的ダム事業の EIRRは 14.2％、B/Cは 1.17、南部給水事業の EIRRは 12.5％、B/Cは 1.04であり、

その 3 つのコンポーネントである西部・中央・東部給水システムの EIRR は、それぞれ 13.2％、

11.4％および 14.7％、B/Cは 1.06、0.95、1.20です。 

通常、給水事業のような公共性の非常に高い事業では、世銀/ADB や JBIC においても EIRR が

10％を超えれば経済性は妥当であると判断されています。 

補足意見では調査団の分析による B/C分析の結果、損益分岐点に近い点について懸念が伝えら

れていますが、同分析では資本の機会費用を 12％として検討されており参考値として理解される

べきと考えます。調査団はインドネシア政府と協議して 12％を採用しましたが、これは公共事業

で一般に使用している市場金利を参考にした値です。 

なお、インドネシアの公共投資プロジェクトでは、機会費用は 10～12％が一応の目安として用

いられていますが、本調査ではドナーからの借款と組み合わせれば最低 4％の金利も調達可能と

分析しています。各機会費用での B/C分析結果は以下のとおり(F/Sの事業費での分析)。 

割引率(機会費用) アユン多目的ダム事業 南部給水事業 

10％ 1.4 1.2 

4％ 2.6 2.0 

 

３）事業費増大の可能性について 

補足意見では事業実施に際して事業費が増大する懸念が記されています。可能性としてその懸

念を否定することはできませんが、本調査で調査団が算定した事業費は、F/S に必要な情報収集

を行い妥当な分析を行った結果であり、現時点で入手できる最も確からしい値であると理解して

います。 

なお、本調査において評価された事業費の中には、予備費として工事費、管理費、設計・調査

費および補償・用地費の 10％が既に計上されています。 

補足意見（３）について 

答申本文｢1.水需要の予測について｣を踏まえて、ファイナルレポートの Recommendation に盛

り込むよう対応します。 
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